
 

四日市市告示第２４６号 

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要

綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 
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四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関

する要綱の一部を改正する要綱 

四日市市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要

綱（平成２９年四日市市告示第１９５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（指定の申請等） （指定の申請等） 

第２条  法第１１５条の４５の５第１項

の規定による申請は、介護保険法施行

規則の規定に基づき厚生労働大臣が定

める様式（令和５年厚生労働省告示第

３３１号。以下「厚生労働大臣が定め

る様式」という。）に規定する別紙様

式第三号（四）及び市長が認めた書類

により行うものとする。 

第２条  法第１１５条の４５の５第１項

の規定による申請は、介護予防・日常

生活支援総合事業指定事業者指定申請

書（第１号様式）及び市長が認めた書

類により行うものとする。 

２から４ （略） ２から４ （略） 

  

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第３条  指定事業者は、指定の申請事項

に変更があったときは、１０日以内

に、厚生労働大臣が定める様式に規定

する別紙様式第三号（一）及び市長が

必要と認めた書類により、その旨を市

長に届け出なければならない。 

第３条  指定事業者は、指定の申請事項

に変更があったときは、１０日以内

に、変更届出書（第２号様式）及び市

長が必要と認めた書類により、その旨

を市長に届け出なければならない。 

２  指定事業者は休止した当該指定に係 ２  指定事業者は休止した当該指定に係



 

る事業を再開したときは、再開した日

から１０日以内に厚生労働大臣が定め

る 様 式 に 規 定 す る 別 紙 様 式 第 三 号

（二）及び市長が必要と認めた書類に

より、その旨を届け出なければならな

い。 

る事業を再開したときは、再開した日

から１０日以内に再開届出書（第２号

の２様式）及び市長が必要と認めた書

類により、その旨を届け出なければな

らない。 

３  指定事業者は当該指定に係る事業を

廃止、又は休止しようとするときは、

その廃止又は休止の日の１月前まで

に、厚生労働大臣が定める様式に規定

する別紙様式第三号（三）及び市長が

必要と認めた書類により、その旨を届

け出なければならない。 

３  指定事業者は当該指定に係る事業を

廃止、又は休止しようとするときは、

その廃止又は休止の日の１月前まで

に、廃止・休止届出書（第３号様式）

及び市長が必要と認めた書類により、

その旨を届け出なければならない。 

４ （略） ４ （略） 

  

（指定の更新の申請） （指定の更新の申請） 

第４条  法第１１５条の４５の６第１項

の規定による指定の更新の申請は、厚

生労働大臣が定める様式に規定する別

紙様式第三号（五）及び市長が必要と

認めた書類により行うものとする。 

第４条  法第１１５条の４５の６第１項

の規定による指定の更新の申請は、指

定更新申請書 (第４号様式 )及び市長が

必要と認めた書類により行うものとす

る。 

２ （略） ２ （略） 

 

第１号様式から第４号様式を削る。  

 

附  則  

この要綱は令和６年４月１日から施行する。  

（健康福祉部介護保険課）  

 


